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宮前公園第二期整備区域の工事請負契約 3 億 4980 万円 
現在、整備をすすめている

宮前公園、第二期区域整備

工事は今月から着手されてい

ます。荒川区議会 6 月会議で

工事請負契約の締結が可決

されました。契約金額は 3 億

4980 万円（予算額の 8 割程

度）、北部・上園・岩田建設共

同事業体が請け負います。 

区は魅力を高めるために

「図書館と連携し、植物関連

のセミナーや体験型学習会な

どのイベントを開催する。区民

ボランティアの活動で地域に

根差した魅力ある公園として

いく。寄付（4 万円～40 万円）

でベンチを設置する」としてい

ます。ベンチの寄付は 7 月 21

日から募集が始まります。ベ

ンチには寄付者のメッセージ

を入れた記念プレートが付け

られます。なお、寄付が不足し

た場合、ベンチは区が設置し

ます。 

公園や施設などは計画段階やその後の設計・施工の段階で、継続的に

区民が参加することが非常に重要だと思います。参加者の対象を広げ、住

民は誰でも参加できるようにすれば、さらに地域に根差した公園・施設にな

るのではないでしょうか。 

【問合せ】防災都市づくり部基盤整備課計画係 電話：03-3802-3111（代表） 

ファイザー社製ワクチン 荒川区への供給は
第 11 クール(8/2＆8/9 の週)の荒川区への配分は 14 箱（7／14

発表、1 箱 195 バイアル、1 バイアル 5 回または 6 回接種、5 回接

種の場合 13,650 回分）。発表が遅すぎます。現在停止されているフ

ァイザー社製使用会場の 8 月の予約は遅くても 7 月 19 日の週には

再開されるのではないでしょうか。 

荒川区では 7 月 14 日から 12 歳以上の予約ができるようになりま

したが、ファイザー会場の予約ができない！こんな声が寄せられまし

た。モデルナは 18 歳以上が接種できますが、17 歳以下のはファイ

ザー頼みです。各医療機関での個別接種も予約を受けてもらえない

場合が多いようです。 

予約をする区民、保護者の皆さん、医療機関、そして自治体の担

当者もワクチン供給の遅さ、不安定さに振り回されています。 

宮前公園第二期整備区域（1.2ha）計画図 



 

国民健康保険料・介護保険料の減免申請受付開始 
７月１２日（月）から国民健康保険料、介護保険料の減免

申請の受付が始まりました。昨年に引き続き、新型コロナウ

イルス感染症の影響がある対象者に減免がされます。 

事業収入や給与収入が「前年」に比べて３０％以上減少

する見込みであることが、大まかな要件です。 

保険料は前年の所得で算出されるので、昨年の所得が

減っていれば今年の保険料は少ない・・・

のですが、コロナ前（２０１９年）の所得と

比較すれば、減免対象者が広がるので

はないでしょうか。 

同一世帯に、荒川区国民健康保険に加入している、か

つ、介護保険第一号被保険者（65 歳以上）の方がいる場

合、同時申請できます。 し、

介護保険の該当者がいる場合は減免されます。 

感染拡大防止の観点から、郵送での申請が基本となりま

す。問い合わせは区役所の担当部署で伺います。区民事務

所での取り扱いはありません。申請書は荒川区のホームペ

ージからダウンロードできます。 

わからないことがありましたらお気軽にご連絡ください。 

＜国保料減免＞ 

対象条件 1 

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死

亡、又は重篤な傷病を負った世帯 

対象条件 2 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持

者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれ

かの減少が見込まれ、次の 1 から 3 までのすべてに該当す

る世帯 

１）主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、種類ご

とに見た収入のいずれかが、前年に比べて 30％以上減少

する見込みであること 

２）主たる生計維持者の前年の所得の合計額が 1,000 万円

以下であること 

３）主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得

以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であること 

 

【問合せ】荒川区役所 電話番号：03-3802-3111（代表） 

国保：福祉部国保年金課国保資格係 （内線 2373～2376） 

介護保険：福祉部介護保険課資格保険料係（内線：2442） 

禁止区域以外放置自転車、警告後３日で撤去 実施は８月から
放置禁止区域（赤土小、熊野前、町屋、日暮里、西日暮

里、三河島）内では定期的に放置自転車等を撤去していま

す。撤去は、自転車等に警告札を取り付け、1 時間以上経

過した後に行います。 

放置禁止区域外の放置自転車については、原則として警

告札を付けてから 1 週間後に撤去しています。住民からの

通報や、見回りが発見した時点で警告札を付けますので、

実際は長期にわたり放置されている場合が多いようです。 

来月 8 月から、放置禁止区域外の放置自転車は、警告

札を付けた後 3 日経過したら撤去をすることになります。 

撤去した自転車等は三河島自転車保管場所等に一定期

間保管し、所有者に返還していま

す。 

撤去された自転車等を引き取る

には、自転車は 5,000 円、原動機

付自転車は 7,500 円の撤去手数料

が必要です。撤去手数料が高額

で、返還率は 30％台です。 

放置自転車撤去に毎年 1

億円の予算を使っています。

啓発・集客施設の自転車置

場の指導や、置きやすい自

転車駐輪施設の設置など課

題が多く、都市部での放置

自転車対策は大きな課題で

す。ご意見をお寄せくださ

い。 

【問合せ】 防災都市づくり部土木管理課自転車対策係 

電話番号：03-3802-3111 (内線：2716、2717) 

 

 

 

 

 

日時：８月２０日（金）１８：３０～２０：００ 

会場：北村あや子事務所 TEL&FAX：０３－３８９４－６６６８

くらし・仕事のお悩み・・・ひとりで悩まず、ご相談ください。 

弁護士と北村が相談をお受けします。 

お急ぎの場合は法律事務所の相談日などをご案内します。 

生活相談は随時受け付けています。困ったときにはいつでもどうぞ。 

放置自転車撤去事業（荒川区事務事業シートより） 


